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「上回築城400年祭」は、これからが本番。 10月29日から 11月 6日までは、「お城 まつ りJ i真田武者行列」などの

メイン行事が続きます。すバての市民の皆さんか参加して 、400年祭を一気に盛り上げましょう 。

主な内容
市民と市長の日

毎月 1日に行っています 「市民と市

長の日 」を 、来月は都合に より 11月2
日(水)午前 9時から午後4時まで、市ほ

所 31;皆市長室で行います。お気軽にお

でかけください

農地問題相談日

「良地問題相談」を11月1~1( ， Jj"附
8 U~J'3 0分から午後 5 時ま て、 dji:l:日

1 ;告g~;un~ 会事務局て f干し 、ま t jμ、

料におてかけください

上 回築城400年 第・メイン行事カ、出大 に一-
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今年は、真田昌幸が天正11年(1583)に上田城を築いてか

ら、ちょうど400年目にあたります。これを記念して、 4月

から12月までは「上田築城400年祭」が挙行され、すでに「さ

くらまつり J r花火大会」など数多くの行事が行われてきま

した。

10月29日から11月6日までは、築城400年の最後を飾るに

ふさわしい行事が続き、いよいよクライマックスです。この

期間中は、「お城まつり Jr貿易展・工業展Jr真田武者行列」

など数々の行事が予定されていますので、大勢の市民皆さ

ん御参加ください。

上田築城400年「真田史料展」

10月15日比)一11月13日(日) 市立博物館

総展/J、数は約200点で、地元の上回・真田 ・松代はもち

ろん、大阪 ・山製など以外からも資料を借用し、展示

しま す

長野県貿易展
躍進する上田の工業展

10月29日(土)午前11時一午後6時

30日(日)午前9時一午後6時上田市民

31日(月)午前9時~午後5時 体育館

0上田市をはじめ、県内で生産される主な工業製1弘

が多数出品されます。
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10月初日(日)午前10時一

上田市民会館

0上回築城400年 を机うとともに、功労者表杉、

.r}J航者表彰なども千円、ます。

お城まつり

10月30日(日)午前10時~午後3時

上田城を中心に

鎌倉市・出石町・上越市

姉妹都市の物産と観光展

10月29日仕)午前11時~午後6時

30日(日)午前9時~午後6時

上田市民体育館

。姉妹都市の特産物を展示 ・即売す る他、観光地も

写真で叩介します。

0上田市からは常国獅子、 房 山獅子、保野獅子、岳の職、

室!~獅子、上回原土つ、き唄が出演する 他、 青木村からは

義民太鼓も。姉妹都市からは鎌倉嚇子(鎌倉市)、大名行

列(出石町)、謙信公行列(上越市)も特別出演。

民踊流し

11月3日同午前11時~午後 1時市内目抜き通り

0総勢500人が、築城400年を祝って作られた「真田桜」と 「えびす

醜子」などを踊ります。

菊花展

上田市役所

真田武者行列

11月6日(日)午前11時一午後3時

上回城一市内目抜き通り

0昨年復活した「兵固まつり」で、今年の兵田武者行列は、真田

幸隆・門拳・幸村・十勇士も加わって、総勢300人。
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(9月定例市議会|
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創造館を長池跡地に建設

9月定例市議会が、 9月7日から26日まで

20日間の会期で聞かれました。今回の市議会

では、下水道使用料の改定をする「上田市下

水道条例の一部改正案Jr昭和58年度上田市一

般会計補正予算案」、固定資産評価審査委員の

選任など20議案が審議され、すべて可決・承

認されました。

*総務質

上小地域広域行政事務組合負担金

(長池跡地・創造館計画策定費)

*民生費

社会福祉センター相染閣暖房工事費

同和対策環境改善事業工事費

*衛生費

コミュニティ集会施設建設工事費

上田市真田町じんかい焼却場

組合負担金(焼却炉建設負担分)

牢農林水産業費

転作促進特別対策事業補助金

(市農協花きキャリング室など)

特定地域農業振興総合対策事業補助金 3，656万円

(岡・手塚・下郷など生活改善センター)

広域畜産環境対策事業補助金 3，500万円

非補助土地改良事業工事費(小牧など)6，661万円

*商工費

中央商庖街常設放送設備補助金

*土木費

急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 1，923万円

踏切保安設備、構造改良負担金 2，000万円

道路新設改良工事費(一般市道) 1億3，000万円

長池跡創造館入口取付道工事費など 7，302万5千円

上回バイパス建設関連工事費 3，000万円

城南公園用地費(中之条地区) 1億 953万2千円

*教育費

小中学校営繕工事費 2，057万円

南小学校開校に伴う消耗品・備品費 8，200万円

第五中学校用地買収資 1億7，600万円

安楽寺八角三重塔保存修理補助金 1，546万9千円

別所地域改善対策集会所新築工事費 1，550万円

補正予算の主な内容(一般会計)

3，229万2千円

232万円

7，040万円

4，688万I千円

2，076万2千円

370万円

1，270万円

‘・・z・・2
・・・、‘
.. ‘r
‘.守
‘a
・，‘，‘‘
.. ，《菌震‘.-'〈‘
F

‘.. ，，、

イ

9月議会で決まった58年度予算

--- 事前 正 予 算 重責

トー

ー 般会計 11億9，174万円

特 別会計 1，348万円

予 算 キ念 古真

ー 般会計 198億3，216万円

特別会計 88億9，195万2千円

お897号~

られている

工事

(特別会計には産院事業 も含む)

現
在
の
じ
ん
か
い
焼
却
場
に
焼
却
能
力
百
ト
ン
の
焼
却
炉
二
基
が
、

三
年
計
画
で
新
た
に
建
設
さ
れ
ま
す
。

に
検
討
し
た
結
果
、
答
申
を
尊
重
し
、

こ
れ
を
実
施
す
べ
〈
条
例
の
一
部
改
正

を
提
案
し
ま
し
た。

早
期
に
次
の
名
'
項
に
つ
い
て
技
備
・
充

実
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
強
〈
要
望
し
ま

す
ー

マ
職
員
賞
慰
金
条
例
の
一
部
改
正

固
め
消
防
表
彰
規
位
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
に
準
じ
て
、
殉
職
者
特
別
賞

慰
金
制
度
を
創
設
す
る
な
ど
所
要
の
改

正
を
し
ま
し
た
。

マ
上
田
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

去
る
六
月
、
下
水
道
事
業
経
営
の
健

全
化
と
下
水
道
料
金
の
適
正
を
図
る
た

め
、
下
水
道
使
用
料
金
審
議
会
を
設
置

し
て
使
用
料
の
改
定
を
諮
問
し
ま
し
た
ン

七
月
二
十
九
日
に
は
、
答
申
を
い
た
た

き
ま
し
た
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
慎
量
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固
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選
挙
管
理
委
員
・

同
補
充
員
が
決
ま
る

九
月
定
例
市
議
会
で
、
新
し
い
選
挙

管
理
委

μ
お
よ
び
同
補
充
良
に
次
の
皆

さ
ん
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

〈
選
挙
管
理
委
員
〉

峠
村
正
幸
さ
ん

l
六
十
五
歳
、
中
組
。

自
治
会
連
合
会
副
会
長
。

12月完成を目指して進められている

安楽寺八角三重塔の改修工事

九
月
定
例
市
議
会
で
、
固
定
資
産
評
一

価
審
査
委
員
に
小
笠
原
光
三
さ
ん
が
新
一

任
さ
れ
ま
し
た
。

小
笠
原
光
三
さ
ん

(
お
が
さ
わ
ら
こ
う

一

ぞ
う
、
四
十
九
歳
、
中
央
西
一
ー
ー
一
二

一

|
一
一
一

)

略

歴

:

・
学
習
院
大
学
政
経
学
部
卒
、
一

側
小
西
屋
代
表
取
締
役
社
長
、
長
野
一

県
菓
子
卸
商
協
同
組
合
副
理
事
長
、

上
田
商
工
会
議
所
常
識
員

鴇

沢

守

さ

ん

l
五
十
二
歳
、
下
川
原

一

柳
町
。
元
教
員
、
選
挙
管
理
委
員
。

倉
沢
章
平
さ
ん

l
六
十
九
歳
、

川
辺
町
。
一

元
上
小
地
方
事
務
所
長
。

森

山

潔

さ

ん
M
M
七
十
五
歳
、
南
天
神
一

町
。
元
上
小
・
松
筑
地
方
事
務
所
長
、

一

選
挙
管
理
委
員
長
。

〈
選
挙
管
理
委
員
補
充
員
》

白
倉
一
男
さ
ん
(
踏
入
)
、
龍
野
静
子

一

さ
ん
(踏
入

)、

田
中
盤
さ
ん
(西
脇
)
、
.

山
崎
善
四
郎
さ
ん
(
山
口

)

現
在
の
じ
ん
か
い
焼
却
場
に
焼
却
能
力
百
ト
ン
の
焼
却
炉
こ
基
が
、

三
年
計
画
で
新
た
に
建
設
さ
れ
ま
す
。

に
検
討
し
た
仕
叩
果
.
宜
ロ
申
キ
」
揖
す
車
し
、

こ
れ
を
実
施
す
べ
く
条
例
の
一
部
改
正

を
提
案
し
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
谷
は
、
超
過
料
品
山
一
に
つ

い
て
、
現
行
は
二
段
階
で
す
が
、
一
般
家

庭
の
排
水
量
を
与
慮
す
る
と
と
も
に
、

生
活
関
連
企
業
の
実
情
な
ど
も
配
慮
し

て
、
四
段
階
の
逓
増
制
を
と
っ
た
も
の

で
す
。

実
施
時
期
は
、
今
年
の
十
二
月
一
日

か
ら
実
施
し
た
い
と
い
う
も
の
で
、
こ

れ
に
よ

っ
て
使
用
者
に
は
負
担
増
に
な

り
ま
す
が
、
下
水
道
事
業
の
実
情
を
御

推
察
い
た
だ
き
、
御
理
解
を
お
願
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
(
下
水
道
使
用
料
の

改
定
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
次
回
の
「
広

報
う
、
え
だ
」
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
)

意

書

見

本
国
立
東
信
病
院
の
存
続
及
び
診
療
機

能
充
実
強
化
に
関
す
る
意
見
書

国
立
東
信
病
院
は
、
上
田
市
を
中
心

と
し
た
診
療
聞
の
人
口
約
二
十
五
万
人

に
及
ぶ
東
信
地
区
唯
一
の
国
立
医
療
機

関
で
あ
り
、
今
日
ま
で
総
合
的
診
療
機

能
を
発
揮
し
て
地
域
医
療
に
貢
献
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
人
口
構
造

の
高
齢
化
に
伴
い
、
成
人
病
対
策
が
重

要
課
題
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

当
地
域
は
、
県
下
で
も
心
臓
及
び
が

ん
疾
患
の
発
生
率
が
高
い
こ
と
か
ら
、

し
て
使
用
料
め
改
定
を
諮
問
し
ま
し
た

七
月
二
十
九
日
に
は

、
答
申
を
い
た
た

き
ま
し
た
の
で
、
内
容
に
つ
い
て
恨
歪

日
T
刑
期
い
い
中
A

引
の
市
字
雨
明
ド
い
つ
い
ィ
、
抗
立
政
問
主
凡

実
か
は
か
ら
れ
る
よ
う
強
〈
要
望
し
ま

す。-
凶
ぶ
米
伝
病
院
を
存
続
さ
せ
る
こ
と

2
い
か
ん
疾
忠
に
対
す
る
診
断
・
治
療
の

専
門
的
機
能
の
強
化
・
充
実
を
は
か

る
こ
と
。

3
循
環
器
及
び
難
病
医
療
対
策
の
強
化

を
は
か
る
こ
と
。

4
地
域
に
お
け
る
病
院
群
輪
番
制
に
よ

る
第
二
次
医
療
体
制
の
必
備
・
充
実

を
は
か
る
た
め
に
医
療
従
事
職
員
の

増
員

・
研
修
機
能
の
強
化
を
は
か
る

こ
と
。

*
第
九
次
道
路
整
備
五
か
年
計
画
の
完

全
実
施
と
道
路
予
算
の
増
額
に
関
す

る
意
見
書

わ
が
国
の
道
路
授
備
は
、
計
画
的
に

推
進
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
今
日
の
増

大
す
る
交
通
需
要
に
十
分
対
応
で
き
な

い
実
情
に
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
長

野
県
は
山
岳
県
と
い
う
地
理
的
条
件
な

ど
か
ら
、
道
路
蜂
備
が
著
し
く
立
ち
後

れ
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
請
し
ま
す
。

-
第
九
次
道
路
盤
備
五
か
年
計
画
を
完

全
に
実
施
す
る
こ
と
。

2
昭
和
五
十
八
年
度
道
路
予
算
の
増
額

補
正
を
早
急
に
行
う
と
と
も
に
、
昭

和
五
十
九
年
度
予
算
を
大
幅
に
維
保

す
る
こ
と
。

3
地
方
公
共
団
体
の
道
路
財
源
を
充
実

強
化
す
る
こ
と
。

と き 1口1月 5日(ω|υ)• 6日(1けl仲前川 ~午f後孟 5時 i 
とニろ 上凹回武 4削lド鵬;

内 容 医師によ る位康任相附i信2談炎、 {川山山削iぷん川布付げ1バ千科州z千竹恨ト川版|医15.r.矧R削削H巾lによるかl凶:f引i品fjJ1川川ρバE樹町l[ l 
談、体力 iJ!iJ定、料理・ 8差出実例、「j伶ム届1

I;:i器検診、 礼 })J検 診、献 I(ILコーナ-7jど

健康づくりフェスティパル21世紀に向けての

健康づくり討論会
と き・ー11月 5日(上)午後 1時30分 ~

ところ・・・上田市民会館

司 会・・・ト ンチ教室 の青木一雄アナウンサー

講 師 ・・・大塚俊男さん「だれでも右後はやってく る」

ほか、 3名の講師
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被害総額14億円を超す
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土石流のため 1階部分が埋没してしまった住宅

(上半過地籍で)

9月27日から28日にかけての台風10号による集中豪雨で、市

内は治るなりの被害を受けました。Il_年り始めからの総雨量は 177mm

に達し、被害総額は 14億円を超えました 。 その主なものは 、農

池袋道、水路、農作物、果樹などの農政関係で10億円に達し

ました。

被害状況は、 負{材者 4人、 一部住宅損壊 2戸、床上i受水 8戸、

床下浸水201戸、土砂・ヵ、けくずれ 8か所などとなっています。

一年で元

tん。 50万、

ゾッ とし

日歩30銭 県道上田稲荷山線は、下半過地籍の橋が流失

したため一時不通に

も
の
を
大
切
に
・
・
・

不
用
品
登
録
情
報

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
不
用
品
の
登
録
を

H

不
用
品
登

録
情
報
H

と
し
て
、
月

一
回
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。

不
用
口
聞
の
登
鉢
を
さ
札
る
方
は
、
次

の
一事
柄
を
必
ず
守

っ
て
く
だ
さ
い
。

①
ゆ
ず
り
た
い
品
物
が
あ
る
人
は
、
品

名
、
程
度
、
数
量
、
希
望
価
格
、
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
な
と
を
生
活

環
岐
諜
へ
受
鈷
し
て
く
だ
さ
い

②
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
品
物
が
あ
る
人
も
、

あ
ら
か
じ
め
申
し
出
て
念
鈷
し
て
く

だ
さ
い
。

③
生
活
環
境
課
で
は
、
ゆ
ず

っ
て
ほ
し

い
人
に
不
用
口
聞
の
紹
介
を
し
ま
す
が
、

紹
介
を
受
け
た
人
は
不
用
品
登
鈷
者

と
直
接
交
渉
し
、
価
格
、
取
り
引
き

方
法
な
ど
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

④
紹
介
を
受
け
た
人
は
、
取
り
引
き
の

結
果
(
成
立
、
不
成
立
に
か
か
わ
ら

ず
)
を
生
活
環
境
課
へ
、
必
ず
十
日

以
内
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

(10月7日現花)

ゆずってください

ノ父 ッ ト

オーブントースター

洗濯機

電子レンジ

スノfイクタイヤ 4_50X12

ズボンプレ ッサー

足P占ミシン

黒板

卓球台

応接セ ッ ト

電気オルガン

ベビーベ ッ ド

ベビーカー

子供用鉄体

クロープ

〈希望価格〉

3，000円

4，000円

2，000円

10，000円

1，000円

15，000円

200円

1，000円

3，000円

無料

8，000円

2，500円

30，000同

τE77 
屯気こたつ

カーステレオ

しちつき機

スハイクタイヤ 6.45X13ホイルf.J"

ホラロイトウメ ラ

座」、とん 拘ハー付

ゆずります

2年使用

1]，号、額

500円

教，)、とん

毛布

ウーべ ト

? 卜レス

fiiUI ;Zトーブ

1句許 年[[;':てよ1:、3~r( 
。じゅうぶんに活用できる不用品は、

どんなものでも登録しましょう。

61';用

000円

004円

tO00円

750円

ゆす りたい 11-J』物今ゆずってほしい品物がありましたら、生活環境謀

'1"ri(，f ft⑫4100内線301)へお気'院に御連絡を。

守;~ 11' f主 η | ラフルなとについては、 ~'H壬を負いかねますので御了 /兵
:~:: t‘ 

000円

500円
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日
歩
初
銭
で
も
↓

この際、簡単にお金が手に入ったらなあ……。 たとえ、それ

がわずかな額でも、やりくりに困ったり、もう少しお金が欲し

かったりすると、だれしもそう患います。 こうした気持ちをと

らえて貸金業を営んでいるのが、いわゆるサラ金です。

業者は確かに安直に貸してくれます。その点では大変、便利

です。しかし、ちょっと待ってください。では、どうしてサラ

金苦から、家出/ 自殺/ などという悲劇がつぎつぎと起こ

るのて・しよう 。

大きな理由は、ベラポウに高い金利で貸す業者がかなりいて、

利用者の無知も手伝って元金の返済はおろか、利息が溜りに溜

って、しかも業者からの取立てが厳しいため、ついに追いつめ

られるからでしょう 。

9月27

内はかな

に達し 、

地、良直

ました

被害状

床下桜

なるわけです。

もし、一年間借りっぱなしにしていた ら、

なん と、率にして10割 9分 5厘の利息。丸一年で元

利合計20万9千500円支払わなければなりません。 50万、

100万と借りていたらー・…、思っただけで も、ゾッとし

ませんか。ちなみに、いまの法律では、こ の日歩30銭

まで利息をとってもよいことになっていま す。

全部が全部、こんな高利で貸しているわけではあり

ませんが、サ ラ金の利息が高いことは否定でき ません6

0.3円10万円 ×一一一一X365日=109，500円
100円

きて、よ く「日 歩30銭」と か 「日 歩20銭」とか fl0万円

借りてタバコ1個分」とい ったサラ金の広告 ・看板 を見

かけます。 この 日歩何銭 とは 、いっ たい、ど ういう 計

算なのでしょ う。

日歩30銭とは、 100円で一 日30銭取る、ということとで

す。「なんだ、30銭か」安いもんだと思ってしま う。 そ

れがクセモ ノなのです。実は高い高い利息なのです。

例えば10万円を 1か月借りたとし たら、

サラ金の金利は

このように高い

0.3円(30銭を 円に換算)10万円 XV . ~I J \ ""~~~ c.. 1 J''-J7C7r1 x30日=9，000円
100円

コンビラ

電気こた

カーステ

もちつきド

スハイ ク;

ホラロ イ

墜，ふと ん

数ふと ん

毛 布

ウーペ

マ，トレ

石油ストー

物ili. 1 

0じゅう、

つまり 10万円で月に 9千円、率にして 9分 の利息 と

10万円借りて一年問返さなカ、ったときの利息額比較表

l年の利息額円万10 金フE

109，500円

73，000円

。議 妥当ー年利_lo.~ ~ ?~.d

0鋒1
15銭

年利73.00%

いまの法律で認 められた
利息の上限

58. 11. に施行される
法律 での利息の上限

サ

54，750円

40，004円

年利54.75%

年利40.004%日歩 10.96銭

同じく 4年目以降の利息
の上限

同じ く6年目以降の法律
で定めた自力、らの上限

フ

金

30，000円年利30.00%
(平均)

年利 18.00%

日歩8.2銭

仁二コ
仁コ

社
.，o... 
:Ili" 販信

18，000円日歩4.9銭銀行系クレジット・カード

年利 13.5%日歩3.7銭民間金融機関消費者ローン



戸第 897号
広報うえだく特集〉一一一昭和58年10月16日一一ー(2)ー

F日35、6i手、

ド小口金

「た買物に

いに主婦

bと言われて

「金的特積IJ

②健康保

など利用

、④返済め

の団地夫人を対象

f-資金や、ちょ

Ij l:tサラリーマン

て、利用者600万人

(サラ金利用、最低ω得)

が
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息

ま

合

単

利
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場
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③
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句 返済能力を考えて必要最小限度額を借りる

毎月の返済額が平均月収の 2割を超えると返済が困難になりますから、十

分注意してください。借り入れ額はできるだけ少なくしましょう。また借

金が300万円を超えると、普通のサラリーマンはお手上げになります。 11月

1日改正される法律の利息の上限、 73%で計算すると月々に支払う利息だ

けでも 18万円にもなります。

2 借入れは短期、返済期日は守る

借入れ期間が長いと、後あと返すのに骨が折れます。返済が遅れると 利息

がかきんでニッチもサッチもいかなくなります。期限内返済を実行しましょ

っ。

3 契 約 書 を よ く 読む

契約書にこの通りになってますよ・・・・・・と言われて、がっくりしても後の祭

り。借りた後のトラブルが起きないように、あらかじめ借入れ金額、期間

利率、違約金、返済方法などを書面上、十分に確かめてから契約書に署名・

押印すること 。 また利息計算書、領収書などは、かならず保管 しておきま

しょう。

4 白紙委任状、印鑑 証 明 書 は 渡 さ な い

業者は借り手の白紙委任状と 印鑑証明書があれば¥いつでも「公正証書」

を作ることができます。公正証書があれは¥裁判をしないで、直ちに強制

執行という有無を言わさない法的手続きがとれ、給料、家財道具などを差

押えることが可能となります。

5 借金返済のために、他のサラ金から借入れることはしない

もともと高利な借金を返すために、さらに他のサラ金から借金をすること

は愚の骨頂です。借金が雪ダルマ式に増えるもとになります。また、・返済

が遅れると、契約書の書換えを要求する業者がいますが、その際に滞って

いる利息を元金に加えた形の契約書をつくられたり して、ますま す借金が

かさみます。サラ金の被害に苦 しんでいる多くの人は、高金利とこのよう

な契約書の書換えによるものと言われてい ます。

6 保証人になるときにはー・

保証人になるときは、十分に注意してください。安易に保証人になったた

め、財産を失ったり、時には自殺したケースもあります。借金の保証人に

なるということは、借りた人が返済に行き詰った時に、借りた人に代って

全部支払います、という意味なのです。どの ような条件で借りるかを納得

し確認したうえで保証人にならなけれは、いけません。

また、何人かの債務者が保証し合って借りる方法を“相保証"と言います

が、これは 3人な ら3人分の借金を したことと同じ結果になり危険です。

やめましょう。電話などで保証人になることを了解した場合にも、保証人

として扱われることがあります。これも要注意。なお、保証人でない配偶

者や親族が返済を迫られても、法律上は返済の義務はありません。
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(借りる前崎つの自己チェック)
だれでも、借金などしない方が、もちろんいいはずです。そのためには 、

日ごろから収入に見合った生活プラ ンを立て、無理や背伸びし過 ぎた消費

生活は送らないんだ、という心掛けが大切です。 しかし、急にお金が必要

に古ることもあります。そうなった時でも、次のことをもう一度考えてみ

ましょう 。

| 本当に必要なお金かどうか

2 親類、知人から借りることはできないか

3 金利の安い郵便局、銀行、その他 の 金 融 機 関 、 地 方 公 共 団 体 の

小口資金貸付制度などを利用できないか

4 やっぱり、サラ金から借りなければならないだろうか

などを自分だけではなく、家族、立以汲景玄土ゑ意ふ全土ふ主です。

そして、サラ金から借りざるを得ない場合も、さらに、

5 果し て、自介の収入で返せるか

6 利息を含めていつまでに、どのよ う な 方 法 で 返 す か

を確かめることです。

一般的に毎月の返済額が平均月収の 2割を超えると、返すことはむずか

しいと言われています。 しかし、健全な生活を送るためには 1割以内にと

どめておきたいものです。何事も計画性と慎重きが大切です。返すために

また借金など、もつての他です。いい加減な気持ちゃ計算で借りようとす

るのは、貸す方にも迷惑を掛ける結果になります。

(業者を選ぶときの目安)
1 金利が低いこと。種類、期間などにもよりますが、日歩10-15銭(年

利36.5%-54.75%)が一応の目安でしょう 。

2 金利や返済期間、方法など貸付条件、契約内容をよく説明してくれる。

3 申込額を上回る金額を貸そうとしない。

4 r庶民金融業協会」の会員であることも一つの目安となります。

以上のことを確認したうえで、もし条件が合わないときは、勇気を持っ

て借入れを中止すること 。

とにか く、業者は金を貸すのが商売ですから、何かと甘い勧誘を行いま

す。 こんな宣伝文句がありました。「低利即融 3分」。これは利息が 3分と

いつことではなくて「低利ですぐ融通します。手続は 3分間で・ー・・・」とい

7ことだ ったのです。 また、無審査、無保、とうたっていたりしますが

中には親族の名前を書かせ、返済が遅れたりすると法律上無関係なこれら

の人たちにまで取立てが及んだりすることがあります。

日百平日35 6年

にした小u

っとした買物;:

を中心に主均年

に上ると言わt7

サラ金σ)特配

多く、②健康保れ

貸す なと利用町

が品ーぃ、④返済~!
す。

八
つ
の
チ

毎月第2・4

御希望の方

相談や聞い合

生活環境課

s 22 
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例隅隅隅欄鰍欄綿織側線側側欄鰍綴

3閥、清算はこのように)
返済資金の調達

ー時的にサラ金を利用したとしても、とにか く一刻 も早く 返すべ きで、それも

ー度に全額を返済することが理想です。少しでも残しておくと、またそれに利

息がつき ます。

返済金を工面するためには、まず親類や知人か ら借りる方法、地方公共団体の

小口資金貸付制度、労働金庫の融資制度を活用する、などを考えてみましょう 。

2 清算について

通常の返済ができなくなった場合は、話し合いによる解決がもっとも妥当な清

算方法です。 話し合いは信用できる第三者(弁護士など)に委任するのが得策

です。その場合 でも、業者が直接本人に返済を迫ることがありますが、交渉は

すべて委任者に任せてあることをはっきり告げましょっ。

話し合いがつき、示談が成立したら借用証、印鑑証明書などを取り返します。

その他、裁判所の調停による清算、破産申立てによる清算があります。

3 業者、 時期、利息などを正確に整理しておく

すべての借金を清算するわけですから、借入れの日時、金額、利率、返済額の

ほか、契約書 を書換えた場合は、その内容などを正確に早く整理しておくこと

です。借りた業者が多い場合は、 一 覧表をつくっておくと混乱しません。

昭和58年 11月|日から施行される

清
算
の
と
き
、
残
金
が
あ
る
と
ま
た
利
息
が
つ
〈

いわゆるサラ金規制二法のポイント

「サラ金二法」とは「貸金業規制法J(略称、)と「改

正出資法J(略称)の二つです。

この法律は、昭和58年11月 1日から施行されま

す。借り手に特に関係のある主なポイントは、次

のとおりです。

l 金利の規制

貸金業者の金利は、現在の出資法では最高日歩

30銭(年利109.5%)ときめられていますが、改正

出資法施行後の利息の上限は、次のように引下げ

られます。

①施行後 3年聞は日歩20銭(年利73%)

② 4年目以降は日歩15銭(年利54.75%)

③ 6年目以降の法律で定めた日からは、日歩

10.96銭(年利40.004%)

2 業務の規制

貸金業者は①取立てに際して人を脅迫したり、

生活をおびやかす言動をしてはならない。②金利

などの貸付条件を庖内に掲示する。③誇大な広告

をしてはいけない。④利用者の返済能力を超える

過剰貸付をしてはいけない。⑤契約内容を明らか

にした書面を渡す。⑥返済金を受取ったら、受取

った金額を記載した書面を渡す。

3 任意に支払った利息は返してもらえなくなる。

利息制限法では、年利の最高を20%(貸付金額

によって、それ以下)ときめられています。これ

を超えた高い金利を取られても、裁判で取戻す方

法はありますが、いわゆるサラ金二法施行後は、

借り手が任意に支払ってしまった利息は、新上限

金利の73%の範囲内であれば、取戻すことができ

ないことになります。

(国民生活センター資料より)
Jtl 圃・

i E鞠総額機線側議絞都機燦鰍議機側線機滋勝機繍綴撃機織
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だよ り

上回築城

400年祭

企長野県民俗芸能大会

「長野県民俗芸能大会」が、 10月 1日上田市民会館で聞かれ

ました。この大会は、県下の優れた民俗芸能を無形文化財とし

て、保存伝承することを目的に開催されています。今回は、 6つ

の民俗芸能ヵ、披泌されましたが、市内からは氷ヒ王子神社大神楽

獅子舞(新町=写真)と上回獅子(常国・房山)が参加しました。

「塩田三代北条まつり」が、 9月25日塩田平一帯で行われま

した。このまつりは、市観光協会が主催して開いているもので、

今年で 3回目 。北条義政にふんした永野市長はじめ約50人の行

列は、安楽寺、中禅寺、生島足島神社などを回りました。小雨

がぱらつく天気でしたが、沿道は観光客などでにぎわいました。

塩田一帯で北条まつり惨
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シリーが下水道を考える②

下水道の役割

下
水
道
の
役
割
は
、
時
代
と
と
も
に

変
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
は
雨
水

の
浸
水
を
防
ぐ
の
が
、
そ
の
主
な
役
割

で
あ

っ
た
下
水
道
も
、
処
理
場
を
も
っ

に
い
た

っ
て
、
今
日
で
は
次
め
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

①
雨
水
の
排
除
(
浸
水
の
防
除
)

都
市
化
の
進
ん
だ
地
域
で
は
、
雨
水

が
地
下
に
し
み
込
ま
な
い
た
め
、
い
た

る
所
で
雨
水
が
あ
ふ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
速

や
か
に
川
や
海
に
排
除
す
る
た
め
に
、

下
水
道
は
不
可
欠
の
地
設
で
す
。

②
周
辺
環
境
の
改
善

雄
排
水
は
、
道
路
側
議
や
ど
ぶ
に
た

ま
る
と
悪
失
が
発
生
し
、
蚊
や
は
え
も

発
生
し
ま
す
。
下
水
道
を
笹
備
す
る
と

側
溝
は
雨
水
し
か
流
れ
な
く
な
り
、
雨

の
な
い
日
は
乾
い
て
い
る
の
で
、
衛
生

的
に
な
り
ま
す
。

2 

寝意義1

③
ト
イ
レ
の
水
洗
化

ト
イ

レ
は
似
七
の
山'
て
、
以

L
4
尚

生
的
に
な
リ
や
す
い
均
一
附
で
す
ま
?
、

く
み
取
り
叫
の
'H
人
い
も
好
ま
し
く
あ
り

ま
せ
ん。

水
洗
化
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

問
題
が
す

べ
て
解
消
さ
れ
ま
す

④
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全

J

く

、

LE
l

i

:
、

i

，

:

vH
功
カ
処
湾
さ
れ
る
レ
ま
ま
川
・
べ
'川川

に
流
れ
込
む
と
、
川
やリ
川
は
川
れ
て
い

き
ま
す
。
ド
水
道
は
こ
れ
ら
の
川
水
を

集
め
て
処
到
し
、
川
や
小川
の
水
一伐
を
守

り
ま
す
。
ト
巾
の
生
前
山
地
法

の
訓

へ
て

は
、
市
内
を
流
れ
る
川
川
の
十けれ
は
、

下
水
道
の

Mm
備
と
と
も
に
改
恰汗
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

以
上
の
と
お
り
、
ド
水
道
の
役
川
は

大
き
く
分
け
て
山
つ
ほ
ど
あ
り
、
ど
れ

を
と
っ
て
も
重
一安
な
も
の
ば
か
り
て
す

ハ
以
近
の
総
理
府
の
調

べ
に
よ
る
と
、

人
口
ト
万
人
ぐ
ら
い

の
都
市
佐
川
ん
の
ド

水
道
物
備
へ
の
要
望
は
、
道
路
山
小
怖
と

長
ん
で
第
一
位
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
市
民

に
と

っ
て
下
水
道
は
必
要
な
地
設
で
あ

り
、
国
家
的
な
規
模
で
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
業
の
ひ
と

つ
で
す

と
二
~
マ
υ
J

h
ソ，

d
g

州

〉

柑

¥¥ご『一-化析。
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保
育
園
児
の
入
園
受
付

児
童
の
母
親
が
、
昼

-
+
A
F
'
E
-

一
釦
則
一

f
a
 

↑
わ
動
-

一
件
固
有
一

-・、.-

一
間
ロ
一

一
お
剖
一

一
る
絹
一

一
す
内
一

一
関
∞
一

-サ

M

-，
A
I
Z
L
~
-

一
蹴
町
一

一
入
へ
一

一
の
課
一

一
一
同
ん
膏
同
一

一
園
保
一

一
育
童
一

一
呆
児
一

間
家
庭
の
外
で
仕
事
を
す
る
こ
と
が

普
通
で
、
そ
の
児
童
の
保
育
が
で
き

な
い
場
合
。

②
家
庭
内
労
働
・
:
児
童
の
母
親
が
、
昼

間
家
庭
で
児
童
と
離
れ
て
日
常
の
家

事
以
外
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
普
通

で
、
そ
の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い

場
合
。

③
母
規
の
い
な
い
家
庭
・
母
親
の
死
亡
、

行
方
不
明
、
拘
禁
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
母
親
の
い
な
い
場
合
。

④
母
親
の
出
産
な
ど
・
・
・
母
親
が
出
産
の

前
後
で
あ

っ
た
り
、
病
気
で
あ
っ
た

り
、
心
身
に
障
害
が
あ
る
た
め
、
そ

の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合
。

⑤
病
人
看
護
な
ど
・
児
童
の
家
庭
に
、

長
期
に
わ
た
る
病
人
や
心
身
に
障
害

が
あ
る
人
が
い
る
た
め
、
母
親
が
い
つ

も
そ
の
看
護
に
あ
た
っ
て
い
て
、
そ

の
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場
合
。

⑥
家
庭
の
災
害
:
・
火
災
や
風
水
害
、
地

長
な
ど
の
災
害
が
あ
り
、
家
屋
を
失

っ
た
り
破
損
し
た
た
め
、
そ
の
復
旧

の
問
、
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
場

合
。

⑦
特
殊
な
事
情
で
、
市
長
が
認
め
た
場

合。
〈
長
時
間
保
育
〉

長
時
間
保
育
を
実
施
し
て
い
る
保
育

園
は
、
次
ペ

l
ジ
に
あ
る
表
の
と
お
り

で
す
。
こ
の
場
合
、
別
に
保
育
料
を
い

た
だ
き
ま
す
。
希
望
者
は
、
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

〈
障
害
児
保
育
v

「
入
園
で
き
る
基
準
」
に
あ
た
り
、

集
団
保
育
が
可
能
で
通
園
で
き
る
場
合

に
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
受
入

体
制
は
考
慮
し
ま
す
の
で
、
児
童
保
育

却
部
へ
制
岬
抑
制
誹
附
/
¥
ド
九
々
C

い
。

〈
申
請
書
〉

申
請
書
は
、
ト
代
困
児
に
つ
い
て
は
各

保
育
聞
か
ら
お
渡
し
し
ま
す
。
新
た
に

入
国
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
地
区
の

民
生
(
児
童
乙
委
員
さ
ん
か
ら
い
た
だ

い
て
く
だ
さ
い
。

〈
申
請
方
法
〉

入
国
申
詰
書
に
必
要
事
項
を
も
れ
な

く
記
入
し
て
、
地
区
民
生
(
児
童
)
委

員
さ
ん
に
認
印
し
て
い
た
だ
き
、
決
め

ら
れ
た
日
に
希
望
す
る
保
育
園
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

〈
添
付
書
類
〉

①
家
族
で
収
入
の
あ
る
人
の
五
十
八
年

分
源
泉
徴
収
票
が
必
要
で
す
が
、
一

月
末
に
な
ら
な
い
と
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
二
月
一
日
か
ら
二
月
十
日

ま
で
に
保
育
園
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

'ν
 

②
内
職
・
パ

l
ト
な
ど
で
保
育
で
き
な
い

人
は
、
申
請
書
の
証
明
欄
に
事
業
所

の
証
明
。
病
人
の
看
護
ま
た
は
母
親

が
病
気
の
場
合
は
そ
の
診
断
書
。

③
出
産
前
後
の
た
め
保
育
で
き
な
い
人

は
、
母
子
手
帳
を
提
示
願
い
ま
す
。

④
母
線
以
外
に
同
居
の
他
父
母
が
い
る

が
、
保
育
で
き
な
い
場
合
に
は
保
育

で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
』
矧
(
診

断
書
な
ど
)

⑤
自
営
業
や
民
業
な
ど
に
よ
り
確
定
申

告
を
す
る
人
は
、
確
定
市
庁
後
、
中

山
九
円
作
ヰ
」

A

川
卜
」
ハ

H
か
ん
・
日
リ
|

七
日
ま
で
に
川
町
脊
同
凶
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い

行政手続きの無料相談
長野県行政書士会上回支部では、次により行政手続

き上の諸問題(農地転用、許認可申請、官地の.jLい下

げなど)についての無料相談を開催します。干必伯、は[，~I

〈守りますので、お気怪にお出かけください。

と き…10月26日(水)午前 9時~午後 4時

とニろー・・合同庁舎 1階会議案(101号室)

く長野県行政書士会上回支部告⑫8816>

米
年
四
片
に
入
国
す
る
保
育
園
児
の

入
国
受
付
を
、
次
の
と
お
り
各
保
育
園

(
公
・
私
立
)
で
行

い
ま
す
。

〈
入
園
で
き
る
基
準
〉

保
育
園
に
入
国
で
き
る
児
童
は
、
そ

の
家
庭
が
次
の
①
か
ら
⑦
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
母
親
以
外
の
人
が
、
児
童
の

保
育
が
で
き
る
場
合
は
入
国
で
き
ま
せ

'ん。
爪
山
〉
点
字
醇
酷
札
川

μ明
μ
励
附

緑化木の即売会

常村、r;.でfJ'てた.fl((木釘iの即売会を次により行います。

御家~ゃ職場の緑化に活用してください。

ときー 10月29日(I:)'F後 1時~同 3時

10月30日(11)午前 9時一午後 4時

!二回常林'r;机内(市 ~J 中央西 2-2-3)

ので、

p:r 

ところ



行
方
不
明
、
拘
耕
一
が
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
母
親
の
い
な
い
場
合
。

誌に長時間 3歳未満
新入園児

保 育 児保育 市受イT寸τ日 受付時間
電話

ー甘 ~守作1ト 図実施 1員長から 11 10 'F~圭Ff1i監 R4与U，'f 22-7665 

芙蓉保育園 /1 /1 11 10 /1 22 -1147 

霊ミカエル保育園 11 /1 11 10 /1 22-1361 

歓 喜 国 11 /1 11 10 /1 22-1595 

極楽寺保育園 /1 /1 11 10 /1 22-4064 

西 丘 保 育 園 /1 0歳から 11 10 /1 35 -1157 

常回保育園 /1 11 11 10 /1 22-1520 

秋 利 保 育 園 11 11 11 10 11 27 -8820 

二好町保育園 /1 11 11 10 /1 25 -1160 

あゆみ保育園 /1 /1 11 10 /1 23 -0503 

市立図名

東部保育園 実施 0歳から 11 14 今ニ午f主 1u寺 22-0682 千圭 4 u者

南 部 保 育 園 /1 2歳から 11 14 11 22-7108 

北 保育 園 /1 11 14 11 22 -3475 

ときわ保育園 11 11 14 1/ 27 -0104 

:t1.尻保育園 11 11 14 11 22 -3476 

神川第一保育園 1/ 11 14 11 35 -0299 

神川第一保育園 1/ 11 14 1/ 35 -0349 

国分保育園 /1 11 14 11 27 -0105 

神科第一保育園 11 11 14 1/ 22 -0597 

神科第一保育園 1歳から 11 15 1/ 22 -0598 

豊 殿 保 育 園 3歳から 11 15 11 22 -6802 

椀が丘保育園 2歳から 11 15 11 35-1171 

城下保育園 0歳から 11 15 1/ 22-0887 

川辺保育園 2歳から 11 15 /1 22 -5029 

下之条保育園 /1 11 15 /1 27 -2986 

泉 田 保 育 園 11 11 15 /1 22 -5163 

泡田中央保育園 実施 1歳から 11 16 11 38 -2512 

東塩田保育図 0市長から 11 16 11 38 -2552 

関塩田保育園 2歳から 11 16 /1 38 -2609 

ふたば保育図 1歳から 11 16 11 38 -2063 

塩田北保育図 11 11 16 11 38 -2636 

塩田西保育園 2歳から 11 16 " 38 -2648 

浦皇保育園 /1 11 16 /1 31-2058 

白銀保育園 /1 11 16 1/ 31 -2004 

室 H 保育図 0歳から 11 16 /1 31-2142 

小 泉 保 育 園 2 i設から 11 16 /1 24 -73561 
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I-f
1
r
I
l
f
1

謀
長
)
マ
農
政
部
付
・

上
小
農

業

共

済

佐

)

西

沢

久

(

家

屋

評

価
係
長
)

組
合
参
事

小
林
三
男
(
社
会
教
育
課
マ
家
屋
評
価
係
長
(
補
佐
)
鈴
木
誠

長
)
マ
業
務
課
長

川
上
哲
治
(
体
育
一
(
工
事
事
務
所
長
)
マ
市
民
係
長
(
補

課

長

)

マ

社

会

教

育

課

長

深

井

武

雄

佐

)

横

関

衛

(

医

療

給

付

係

長

)

(農
政
部
付
・

上
小
農
業
共
済
組
合
参
マ
家
庭
児
童
相
談
係
長
(
補
佐
)
服

事
)
マ
体
育
課
長

川
上
育
男
(
労
政
部
力
(
図
書
館
庶
務
係
長
)
マ
出
納

課
長
)
マ
第
一
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所

係

長

(

補

佐

)

金

井

俊

雄

(

文

化

係

長

竹
内

実

(
川
西
支
所
長
)
マ
監
長
)
マ
電
算
係
長
田
鹿
征
男
(
交
通

査
委
員
事
務
局
長

山
崎
功
(
第
一
安
全
係
長
)
マ
予
算
係
長
兼
財
務
係
長

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長
)
マ
児
童
保
荒
井
鉄
雄
(
電
算
係
長
)
マ
資
産
税
課

育

課

長

元

木

繁

保

(

予

算

係

長

)

マ

付

高

山
満
之
(
資
産
税
係
長
)
マ
収

市
民
会
館
長
菅
沼
博
(
出
納
係
長
)
税
係
長
宮
島
照
彦
(
農
地
係
長
)
マ

マ
川
西
支
所
長
宮
下
昭
夫
(
構
造
改
医
療
給
付
係
長
小
泉
健
一
(
労
働
福

善

係

長

)

祉

係

長

)

マ

計

量

係

長

松

本

つ

や

子

〈
係
長
級
V

(

総
務
課
経
理
係
長
)
マ
労
働
福
祉
係

マ
行
政
管
理
係
長
(
補
佐
)
皆
掛
八
長
兼
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
館
長
上

郎
(
市
民
係
長
)
マ
資
産
税
係
長
(
補
原
せ
い
(
計
量
係
長
)
マ
構
造
改
善
係

だえ一(9)一一一一 昭和58年 10月16日 広報

市職員

人事異動

(10月1日付)

〈
部
長
紐
〉

マ
社
会
部
長
兼
福
祉
事
務
所
長

久
(
農
林
課
長
)

〈
課
長
級
v

マ
管
財
課
長

マ
収
税
課
長

マ
労
政
謀
長

マ
農
林
課
長

井
出

田
中

衛
(
業
務
課
長
)

金
井
寛
二
(
管
財
課
長
)

青
剛
好
文
(
収
税
課
長
)

小
池

毅
(
児
童
保
育

※在園児の受付は、各保育関異な りますので、園のおたよ

りでお知らせします。

長
原
佳
克
(
農
林
課
付
・
上
小
農

業
共
済
組
合
)
マ
交
通
安
全
係
長
金

沢
浩
(
自
然
運
動
公
園
管
理
事
務
所

長
)
マ
総
務
課
経
理
係
長
山
口
輝
子

(
学
務
係
長
)
マ
文
化
係
長
内
総
良
典

(
家
庭
児
童
相
談
係
長
)
マ
自
然
運
動
公

園
管
理
事
務
所
長
南
波
文
夫
(
収
税

係
長
)
マ
図
沓
館
庶
務
係
長
石
黒
一

高
(
奉
仕
係
長
)
マ
奉
仕
係
長
官
下

温
(
行
政
管
理
係
長
)
マ
工
事
事
務
所

長
山
辺
保
男
(
下
水
道
課
主
公
)
マ

学
務
係
長
永
井
淳
夫
(
保
健
予
防
諜

主
査
)
マ
農
地
係
長
高
橋
幸
一
(
管

理
課
主
査
)

〈
主
査
級
〉

マ
生
活
環
境
課
主
堂

務
課
主
任
)

滝
沢
良
和
(
総

長野大学祭で特別講演会
長野大学では、大学祭j別問中に特別講演会を開催します。入場は無料ですので、

大勢の皆さん御聴講くたさい。

① と き・・.11月 1日(刈

午後 1時30分一 3U.'j 

とこ ろ一長野大学

講 師一ー水野町郎さん(映[.il司よ1'，論家j

テーマー・「人生のめぐり会い」

き...11rJ3日(村

午後 1時30分 -3時

ところ・・・長野大学

講 師・・・なたいなださん(作家)

テーマ・.r暁代の教育を巧ーえる 」

②と



だ 昭和58年10月16日ー一一由一(10)ーー

お知らせ「
米
と
牛
乳
ま
つ
り
」
で

も
ち
つ
き
大
会
な
ど

「
第
七
回

・
米
と
牛
乳
ま
つ
り
」
が
、

十
一
月
五
・
六
日
に
長
野
県
な
ど
の
主
催

(
後
援
・
上
田
市
)に
よ
り
聞
か
れ
ま
す
勺

こ
の
ま
つ
り
は
、
米
と
牛
乳
の
栄
養

価
値
な
ど
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
そ
の
消
費
拡
大
を
広
く

県
民
運
動
と
し
て
推
進
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

と
き
・
:
十

一
月
五
日

ω
・
六
日
側
、

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

と
こ
ろ
・
:
上
回
西
武
四
階
催
事
場

内
容
・
:
長
野
県
の
米

コ
ー
ナ
ー
、
米

飯
学
校
給
食
コ
ー
ナ
ー
、
牛
乳
コ

ー

ナ
ー
、
試
食
・
試
飲
コ
ー
ナ
ー
、
即

売
コ
ー
ナ
ー
、
も
ち
つ
き
大
会
、
入

場
者
記
念
品
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど

えつ広報-第897号
897号~

勾植.t

「福祉のJ~\を育てる大行進J ガ10月2日
行われ、身障者やボランティ戸など約500人
の皆さんガ、上田駅から沼野町までを行進
しましだ(写真)。この後、日曜広場では「ふ
れあい広場」ガ聞かれ、お年寄りと遊lまうコ
ーナ一、障害者作昂即売会などは多くの市
民でにぎわいました。

薬
の
使
用
は
正
し
く

薬
と
健
康
の
週
間

山
月
行
日

j
n日

日
本
人
ほ
ど
薬
好
き
な
国
民
は
い
な

い
と
い
わ
れ
ま
す
。「
薬
さ
え
飲
め
ば
病

気
が
治
る
」
と
信
じ
て
、
浴
び
る
よ
う

に
薬
を
飲
ん
で
い
る
人
を
よ
く
見
か
け

ま
す
。し

か
し
、
薬
は
そ
の
働
き
を
う
ま
く

利
用
す
れ
ば
薬
に
な
り
ま
す
が
、
使
い

方
を
間
違
え
る
と
毒
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
薬
と
し
て
の
効
果
が
じ
ゅ
う
ぶ

ん
発
揮
で
き
る
よ
う
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

O
薬
を
買
う
と
き
は
、
薬
剤
師
な
ど
の

専
門
家
に
よ
く
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

O
薬
を
買
っ
た
と
き
は
、
添
付
説
明
書

を
必
ず
読
み
ま
し
ょ
う
。

障
害
児
者
め
皆
き
ん
の
歯
科
治
療
通
院

費
を
補
助
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

対
象
者
:
・
身
障
手
帳
一
級
お
よ
び
療
育

O
使
い
方
や
用
量
を
正
し
く
守
り
ま
し

ょ
う
。
(
薬
の
働
き
や
効
能
は
、
用
い

る
量
と
非
常
に
深
い
関
係
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
日
夏
以
下
で
は
効
果
が
現
わ

れ
な
い
し
、
あ
る
量
以
上
で
は
筈
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
)

O
定
め
ら
れ
た
時
間
に
飲
み
ま
し
ょ
う
。

(
薬
の
効
果
を
正
し
く
発
揮
さ
せ
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
時
間

に
服
用
し
ま
し
ょ
う
)

O
錠
剤
や
カ
プ
セ
ル
剤
な
ど
は
、
か
ん

だ
り
つ
ぶ
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
(
胃
の
中
で
は
溶
け
な
い

で
、
腸
で
吸
収
さ
れ
る
よ
う
に
つ
く

っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
)

O
薬
を
し
ま
う
と
き
は
、
乳
幼
児
や
小

児
の
自
に
触
れ
な
い
と
こ
ろ
に
し
ま

い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
直
射
日
光

が
当
ら
な
い
涼
し
い
場
所
が
よ
い
で

1
v
ょ、
7
。

東
塩
田
林
間
工
業
団
地

の
現
地
説
明
会

商
工
謀
商
工
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

6
0
2

市
で
は
、
東
塩
田
林
間
工
業
団
地
の

現
地
説
明
会
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

進
出
を
御
希
望
の
企
業
は
、
現
地
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

と

き

:

・
十
月
二
十
一
日

ω午
前
十
時

お
よ
び
午
後
二
時
の
二
回
。
な
お
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
で
、
電
話
依
頼

と
用
件
を
手
短
に
伝
、
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
日
都
合
が
つ
か
な
い
企
業
は
、
商

工
謀
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

と
ニ
ろ
:
・
上
田
市
大
字
富
士
山
二
ツ
木

峠
の
現
地

(
二
ツ
木
峠
を
塩
聞
か
ら

丸
子
方
面
に
向
か
い
、
左
側
に
職
員

が
い
ま
す
)

人
権
に
関
す
る

作
品
を
募
集
し
ま
す

同
和
教
育
課
同
和
教
育
係

宮
⑫
4
1
0
0
内
線
5
5
9

有
線
②
0
8
6
1

上
田
市
教
育
委
員
会
と
上
田
市
同
和

対
策
事
業
推
進
委
員
会
で
は
、
十
二
月

四
日
か
ら
始
ま
る
人
権
週
間
の
行
事
の

一
つ
と
し
て
、
人
権
に
関
す
る
作
品
を

募
集
し
ま
す
。

内
容
は
、
学
校
や
家
庭
お
よ
び
地
域

社
会
で
同
和
教
育
を
学
ん
で
い
る
こ
と
、

学
ん
だ
こ
と
に
よ
り
自
分
や
家
族
が
変

わ
っ
た

こ
と
、
部
落
解
放
に
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
、
人
権
尊
重
に
関
す
る
こ

と
な
ど
、
自
分
の
体
験
や
実
践
に
基
づ

い
た
作
品
と
し
ま
す
。

募
集
作
品

①
ポ
ス
タ
ー
・
:
規
棉

B
三
版
(
羽
・

4

m
×
日
・

5
m
)
以
下
と
し
、
色

数
や
材
料
は
内
由
で
す

②
作
文
(
詩
を
含
む
)
:
小
・
中
尚
子
牛

は
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
四
枚
以

内
、
高
校
生
と
一
般
は
六
枚
以
内

と
し
ま
す
。

③
標
語
:
・
一
般
の
み
と
し
、
字
数
は
一
一

十
字
程
度
と
し
ま
す
。

応
募
規
定
・
:
小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
、

作
品
の
裏
面
ま
た
は
末
尾
に
学
校
名
、

学
年
、
氏
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
は
、
裏
面
ま
た
は
末
尾
に
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
明
記
し
て
く
だ

さ
い
。

募
集
期
限
;
・
十
二
月
十
五
日
附

応
募
先
・
市
内
大
手
一
ー
一
一

l
e
e
-

六

上
田
市
教
育
委
員
会
同
和
教
育
課

そ
の
他
・
・
・
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

版
権
は
主
催
者
が
所
有
し
ま
す
。
入

選
さ
れ
た
人
に
は
、
賞
状
お
よ
び
賞

品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

教育・育児テレフォン相談
上回 1')年会議所では、昨年に引き続き今年も「教育・

育児テレフォン 相談」を次のとおり笑施します。

と き・ー10月23日(ll)午前10時一午後 3時

ところ 上回西武官⑫ 0777

相談対象者・一幼児から高校生までの皆さん、およびそ

の年代のチ供を持つ親御さん

( u高楼お話をしたいという人は、当日の正午か

ら午後 2時30分までに会場へおいでください)



内は
四

高百
校字
生詰
とめ
一原
般稿
は用 IJ、
六紙
枚四中
以 校 学
内以生

教
上回}

育児テ L

とき・

ところ・

相談対重

ナ
ー
、
試
食
・
試
飲
コ
ー
ナ
ー
即

売
コ
ー
ナ
ー
、
も
ち
つ
き
大
会
、
入

場
者
記
念
品
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど

m 897号、

「
マ
?
と
育
児
の
教
室
」
が
、
信
濃
毎

日
新
聞
社
の
主
催
(
後
援
・
上
田
市
な
ど
)

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
聞
か
れ
ま
す
。

こ
の
教
室
は
、
健
康
な
赤
ち
ゃ
ん
を

生
む
た
め
に
母
親
と
し
て
ど
ん
な
注
意

が
必
要
か
、
ま
た
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

を
ど
う
育
て
た
ら
よ
い
か
を
、
学
ん
で

ゆ
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

と

き

:
・
十
月
二
十
六
日
附
午
後
一
時

三
十
分
か
ら

と
こ
ろ
・
:
ほ
て
い
や
上
田
庖
二
階
(
市

内
常
国
二
丁
目
)

講

演

:
・
「
お
母
さ
ん
の
健
康
と
丈
夫

な
赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
た
め
に
」
上
田

市
産
院

・
院
長

田
口
良
雄
先
生

そ
の
他
・
:
映
画
、
栄
養
講
座
な
ど
も
あ

り
ま
す
。

だえつ一ω一一一ー 昭和58年10月16日 広報

重
度
障
害
児
者
の
皆
さ
ん
へ

歯
科
治
療
通
院
費

を
補
助
し
ま
す

福
祉
課
福
祉
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

3
7
3

有
線
②

0
7
9
1

市
で
は
・、

四
月
一

日
に
さ
か
の
ぼ
り

今
年
度
か
ら
、
次
の
と
お
り
重
度
心
身

に
よ
く

O
薬
を
買
っ
た
と
き
は
、
添
付
説
明
書

を
必
す
読
み
ま
し
ょ
う
。

と
お
よき
び:
午十

後月

時十し
の一
二日
団側
。午

な前
お十
、時

障
害
児
者
の
皆
き
'ん
の
術
科
治
療
通
院

費
を
補
助
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

対
象
者
・
・
身
障
手
帳

一
級
お
よ
び
療
育

手
帳

L
・
h
・
nm
を
所
持
し
、
介
護

者
が
な
け
れ
ば
通
院
で
き
な
い
人

補
助
率
:
・
障
害
者
の
ほ
か
介
護
者
一
人

を
含
む
交
通
機
関
利
用
区
間
に
要
す

る
運
賃
の
二
分
の
一
(
福
祉
タ
ク
シ

ー
利
用
の
場
合
は
四
分
の
こ

対
象
病
院
・
・
・
重
度
心
身
障
害
者
歯
科
医

療
を
実
施
し
て
い
る
病
院
(
松
本
歯

科
大
学
病
院
、
浅
間
病
院
)

申
請
方
法
:・
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
分

は
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
十
月
か

ら
三
月
ま
で
の
分
は
三
月
三
十
一

日

ま
で
に
、
通
院
証
明
書
ま
た
は
病
院

の
領
収
書
を
添
え
て
、
福
祉
課
に
申

請
し
て
く
だ
き

い
。

耳
の
不
自
由
な
皆
さ
ん
へ

「
電
話
お
願
い
手
帳
」
を

差
し
上
げ
ま
す

上
田
電
報
電
話
局

宮
⑫
4
0
0
0
(
無
料

電
々
公
社
で
は
、
耳
や
言
葉
の
不
自

由
な
方
が
外
出
先
な
ど
で
緊
急
に
連
絡

し
た
い
と
き
、
近
く
に
い
る
人
に
電
話
連

絡
を
依
頼
し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
電

話
お
願
い
手
帳
」
を
作
成
し
、
耳
や
言

葉
の
不
自
由
な
方
々
に
差
し
上
げ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

手
帳
の
内
容
・
:
オ
レ
ン
ジ
色
の
表
紙
の

コ
ン
パ

7
ト
な
も
の
で
、
電
話
依
頼

と
用
件
を
手
短
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い

ま
す。

贈
呈
方
法
市
の
福
祉
課
を
通
じ
て
、

十
月
中
に
差
し
上
げ
ま
す
。

電
報
電
話
局
か
ら
お
願
い

耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
人
か
ら
、
こ

の
手
帳
を
示
さ
れ
た
場
合
は
、
温
か
い

愛
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
市
民
の
皆
様
の
御
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

青
年
海
外
協
力
隊
の

募
集
説
明
会

県
内包青
線 O少
3 2年
4 6家
3 2庭
@課
O青
1少
1年
11:系

県
で
は
、
青
年
海
外
協
力
隊
員
の
派

遣
実
結
と
開
発
途
上
諸
固
め
現
状
を
広

く
一
般
に
紹
介
す
る
た
め
、
次
の
と
お

り
「
青
年
海
外
協
力
隊
募
集
説
明
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

と

き

・
:
十
月
二
十
八
日
掛
午
後
六
時

か
ら
九
時

と
こ
ろ
・
:
上
回
合
同
庁
舎

応
募
資
格
・
:
二
十
歳
か
ら
三
十
五
歳
ま

で
の
人

派
遣
期
間

:
二
年

派
遣
業
種
・
:
農
林
水
産
、
加
工
、
保
守

操
作
、
土
木
建
築
、
保
健
衛
生
、
教

育
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
約
百
職
極

ザも都知巳恥伊都"""ミ今ミ今ミ今ミ今ミ今ミ令も伊吋

j 鑑霊園翠盤 j
j市県民税 第3期 j
? 国民健康保険税第5期 1
6 今 月 の 納 税 は 、 市 県 民 税 第 3期と国民 1
3健康保険税第 5期です。税金は、納期内 1
5 に納入きれますようご協力ください。 .~

t 今月の納期限は、 1叩0 月 3別1 日町(伺倒月即)です 。 ~

ぜ 〈収税課宮⑫410∞0内線24引1.有線②0691> ~ 

; 税金で よい町づ くり j 
? 国づ〈り ! ;(叩

各令制前拙虫機|凶刻の口!座杢劉J振辰符による納F悦兄M万法 1
f もありますので 手数のは、川，ゴ川け十広三 の ! 

仁比乙な立古主忠二に三立二L斗斗…;;二;二一一二…伽一伽…二J

竹月の乳幼児健康診査
昭和58年 11月の 乳幼 児健 康診 査を 下記 により行います

受付時間は、いずれも午後 1時から 2時 。

母子健康手l阪とパスタオルをお持ちください。

ぷZス〉、 場 d以l去I~ ，;;ロ冶""、 実施日 対 象 児

4か月児
11月l日 58年 6月16日 - 6月30日生

11月16日 58年 7月1日 - 7月15日生

10か月児
11月2日 57年12月16日 - 12月31日生

11月17日 58年 1月1日 - 1月15日生
上田市保健セ ン ター

11月10日 57年 4月16日 - 4月30日生
l歳6か月児

11月25日 57年 5月1日 - 5月15日生

3 歳児
11月4日 55年10月1日 - 10月15日生

11月18日 55年10月16日 - 10月31日生

4か月児
11月8日

58年 6月16日 - 7月15日生

I孟国母f-健康センター 10か月児 57年12月16日-58年 1月15日生
Ill.i.LHI也iメ j l稜6か月児 11月22日 57年 3月16日 - 5月15日生

3 歳児

4か月児 58年 6月16日 - 7 R15日生

川商社会悩祉セノター 10か月リよ 11月9日 57年12)]16日-58年 1月15臼生
川内地lバ 1後6か月児 十昨4月川 - 5月15日生

3 I;¥< lJe 

※赤 ち ゃ ん下l阪を御利用ください。
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退
職
金
づ
く
り
は

国
の
制
度
で

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
退

職
金
制
度
を
自
前
で
も
つ
こ
と
が
凶
錐

な
中
小
企
業
に
、
凶
の
彼
助
で
、
い
さ

と
い
う
と
き
に
退
職
し
た
従
業
員
へ
退

峨
令
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の

で
、
労
使
双
方
か
ら
'
K
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
中
小
企
業
の
皆
さ
ん

の
御
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〈
制
度
の
特
色
〉

報

①
掛
金
は
全
創
刊
制
金
ま
た
は
必
要
佐
賀

広

に
な
リ
ま
す
。

②
退
職
金
に
は
国
庫
補
助
金
が
つ
き
ま

す
。

③
悩
利
以
生
施
設
の
挫
設
資
金
の
融
資

を
低
利
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

〈
制
度
の
利
点
〉

①
月
々
わ
ず
か
な
働
金
で
、
将
来
多
傾

の
迫
峨
金
が
用
意
で
き
ま
す
。

②
固
め
制
度
で
す
か
ら
安
全
・
確
実
で
、

手
続
き
は
簡
単
で
す
。

③
掛
金
月
額
の
増
額
は
い
つ
で
も
で
き

ま
す
。

④
従
米
か
ら
勤
務
し
て
い
る
従
業
員
に

つ
い

て
は
、
加
入
前
の
過
去
の
勤
務

則
闘
を
通
算
す
る
こ

t
も
で
き
ま
す
。

えつr 第897号

⑤
毎
月
の
掛
金
が
口
座
振
替
で
納
付
で

き
ま
す
。

〈
加
入
で
き
る
企
業
〉

こ
の
制
度
に
加
入
で
き
る
の
は
常

用
従
業
員
が
一
人
以
上
三
百
人
(
卸
売

業
百
人
、
小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
五
十

人
)
以
下
か
、
ま
た
は
資
本
金
お
よ
び

出
資
金
の
額
が

一
億
円

(卸
売
業
三
千

万
円
、
小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

一
千
万

円
)
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
中

小
企
業
で
す
。

〈
毎
月
の
掛
金
v

掛
金
は
、
従
業
員
ご
と
に
次
の
掛
金

月
額
の
中
か
ら
決
め
て
い
た
だ
き
、
毎

月
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

千
二
百
円
、
千
四
百
円
、
千
六
百
円
、

千
八
百
円
、
二
千
円
、
二
千
五
百
円
、

三
千
円
、
三
千
五
百
円
、
四
千
円
、
四

千
五
百
円
、
五
千
円
、
六
千
円
、
七
千

円
、
八
千
円
、
九
千
円
、
一
万
円
、
一

万
二
千
円
、
一
万
四
千
円
、
一
万
六
千

羽
d

〈
加
入
の
手
続
き
〉

所
定
の
申
込
用
紙
(
金
織
機
関
に
備

え
付
け
)
に
記
入
の
?
え
、
申
込
金
(
掛

金

一
か
月
分
)
を
添
、え
て
、
代
理
屈
と
へ

な
っ
て
い
る
金
融
機
関
に
申
し
込
ん
で
川

い
た
だ
き
ま
す
。

市
が
掛
金
の
一
部
を
補
助

市
で
は
、
事
業
主
の
皆
さ
ん
が
少
し
い

で
も
加
入
し
や
す
い
よ
う
に
、
昭
和
玉
川

十
五
年
度
か
ら
船
金
の
一
部
を
補
助
し
~

て
い
ま
す
。

ヘ

補
助
金
額
は
、
加
入
し
た
月
か
ら
三

川

年
問
、
掛
金
の
二

O
%

(
一
人
月
額
六
川

百
円
限
度
)
で
す
。
一

月
か
臼
十
二
月
川

ま
で
に
納
入
し
た
掛
金
に
つ
い
て
は
、

翌
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
、
事
業
主
か
い

ら
補
助
金
交
付
申
詰
書
を
市
労
政
課
へ
川

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

特
定
退
職
金
共
済
に
も
補
助

。

も
う
一
つ
の
退
職
金
共
済
制
度
と
し
川

て
「
特
定
退
職
金
共
済
制
度
」
が
あ
り
川

ま
す
。

所
得
税
法
施
行
令
第
六
十
六
条
に
規
い

定
す
る
団
体
(商
工
会
議
所
、
商
工
会
、

中
小
企
業
同
体
中
央
会
な
ど
)
が
実
施

~

す
る
こ
の
制
度
に
加
入
し
た
中
小
企
業

へ

事
業
主
の
皆
さ
ん
に
も
、
市
で
は
向
同
僚
川

の
補
助
を
し
て
い
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先
・
・労
政
談

宮
⑫
4
1
0
0
内
線

6
0
5

納
税
標
語
の
入
選
者

市
、
上
回
税
務
署
、
地
方
事
務
所
が
、

市
内
の
中
学
三
年
生
を
対
象
に
「
納
税

標
語
」
の
募
集
を
し
た
と
こ
ろ
千
四
百

八
十
七
点
の
応
募
か
あ
り
、
慎
重
に
審

査
し
た
結
果
、
次
の
と
お
り
入
選
者
が

決
ま
り
賞
状
な
ど
を
贈
り
ま
し
た
。

こ
の
納
税
標
語
は
、
中
学
三
年
生
の

租
税
教
育
の
一
環
と
し
て
、
日
常
生
活

の
中
か
ら
税
金
の
意
義
を
知

っ
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
納
税
者
の
意
識
の
高

揚
も
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
入
選
標

語
は
、
広
報
に
順
次
描
赦
す
る
な
ど
、

活
用
し
て
い
く
予
定
で
す
。

〈
税
務
署
長
賞
〉

秋
山
直
美
さ
ん
(
一

中
)
、
細
川
文
雄

さ
ん
(二
中
)、
丸
山
保
志
さ
ん
(三
中
)、

武

内

裕

さ
ん
(
凹
中
)
、
中
村
睦
美
さ

ん
(五
中
)、
前
山
紀
子
さ
ん
(町
祖
国
中
)
、

児
五
睦
代
さ
ん
(川
西
中
)

〈
地
方
事
務
所
長
賞
〉

山
崎
中
川
久
さ
ん
(一

中
)
、
丙
川
秀
和

さ
ん

(
二
中
)、
山
本
絵
理
チ
さ
ん
(
三

中
)、
堀
田
洋

一
き
ん

(四
中
)、
大
矢
直

樹
さ
ん

(五
中
)、
関
谷
行
俊
さ
ん

(塩

田
中
)、
山
下
明
子
さ
ん
(川
西
中
)

〈
市
長
賞
〉

今
水
仁
子
さ
ん
、
安
藤
由
美
子
さ
ん
、

三
石
美
奈
子
さ
ん
(以
上

一
中
)、

制
似

美
和
さ
ん
、
武
重
宏
月
修
さ
ん
、
白
下

直
美
さ
ん
(以
上
二
中
)、

内
必
麻
美
さ

ん
、
下
鳥
恵
美
子
さ
ん
、
和
利
か
お
り

さ
ん
(以
上
三
中
)、
中
山
哲
岐
さ
ん
、

林
ま
り
子
さ
ん
、
山
中
美
代

f
さ
ん
(
以

上
阿
中
)、
い
十
野
美
代

f
さ
ん
、

行
九
日
弘

，，ずさ
ん
、
三
木
美
松
さ
ん
(
以
上

h
小
)、

上
原
美
紀
さ
ん
、
小
川
郎
山
夫

f
さ
ん
、

百
沢
や
よ
い

さ
ん
(
以
卜
恥
川
小
)、

山

沢
詩

f
さ
ん
、
凶
川
e
ι

惨
さ
ん
、

h
m

子
抜
さ
ん
(
以
上
川
州
中
)

校長先生から賞状を受ける入選者(四中で)

円

H
H・a・‘

同
月

噌

E
A
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